
   ごみ集積所補助金交付要綱 

 （目的） 

第１条  この要綱は、ごみ集積所の新設等又は修繕の事業を行う

者に対し、その費用の一部として予算の範囲内で補助金を交付

することに関し、伊勢市補助金等交付規則（平成 17 年伊勢市規

則第 40 号）に定めるもののほか、必要な事項を定めることによ

り、ごみの排出場所の集積化を促進し、ごみ収集の効率化を図

るとともに、ごみの散乱を防止し、市民の美化意識の高揚を図

ることにより、市民の良好な生活環境を確保することを目的と

する。 

 （定義） 

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、そ

れぞれ、当該各号に定めるところによる。 

 (1) ごみ集積所  市民が家庭から排出するごみを一時的に集積

し、ごみの散乱が防止できる施設であって、原則として 50 世

帯以上が利用する施設をいう。 

 (2) 新設等  新たにごみ集積所を設置し、又は既存のごみ集積

所を前項の規定に適合するように増築し、若しくは改築する

ことをいう。 

 (3) 修繕  新設等以外の場合であって、ごみ集積所の機能を維

持させ、回復又は向上させるために修繕すること（軽微なも

の 及 び ご み 集 積 所 の 構 造 上 重 要 で な い 部 分 に 係 る も の を 除

く。）をいう。 

 （補助対象者） 

第３条  補助金の交付の対象となる者は、市内の自治会又はこれ

に準ずるものとして市長が特に必要と認める者（以下「自治会



等」という。）とする。 

 （補助対象経費） 

第４条  補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」

という。）は、別表第１のとおりとする。 

 （補助金の額） 

第５条  補助金の額は、別表第２のとおりとする。ただし、現に

要した費用の額がこの額に満たない場合には、当該現に要した

費用の額とする。 

 （交付申請） 

第６条  補助金の交付を受けようとするもの（以下「申請者」と

いう。）は、ごみ集積所補助金交付申請書（様式第１号）に次

に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 

 (1) 事業計画の概要及び収支予算書 

 (2) 利用世帯を説明する資料 

 (3) 設置箇所に係る用地使用承諾書（様式第２号） 

 (4) その他市長が必要と認める書類 

 （補助金の交付の決定等） 

第７条  市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその

内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。 

２  市長は、補助金を交付することを決定したときは、その旨を

ごみ集積所補助金交付決定通知書（様式第３号）により申請者

に通知するものとする。 

３  市長は、補助金の不交付を決定したときは、その旨をごみ集

積所補助金不交付決定通知書（様式第４号）により申請者に通

知するものとする。 

 （補助金の交付の条件） 



第８条 補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおり

とする。 

 (1) ごみ集積所を常に清潔に保つように努めること。 

 (2) ごみの分別及び排出については、所定の方法により行うも

のとし、利用者に対し、これに違反しないように指導又は助

言を行うこと。 

 (3) ごみの分別、減量、資源化等に関する市の廃棄物行政に協

力すること。 

 （補助金の交付の制限） 

第９条  新設等に係る補助金の交付の申請は、１の自治会等につ

き、１回に限りすることができる。ただし、同一の利用世帯に

係るものでない場合その他ごみの排出場所の集積化を促進する

ため市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。 

２  この要綱の施行の日までに、伊勢市の補助金の交付を受けて

設置したごみ集積所を建て替える場合は、当該補助金の交付を

受けた年度から 10 年を経過するまでの間は、この要綱に定める

補助金を交付しない。ただし、ごみの排出場所の集積化を促進

するため、市長が特に必要があると認める場合は、この限りで

ない。 

３  前２項の規定に関わらず、天災等によりごみ集積所の使用が

できないと市長が認めた場合においては、この限りでない。 

 （実績報告） 

第 10 条  第７条第２項の規定により補助金交付決定通知書を受け

た申請者(以下「補助金交付決定者」という。)は、補助事業を

完了したときは、速やかに、ごみ集 積所実績報告書 (様式第５

号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 



 (1) 補助事業の実績報告及び収支決算書 

 (2) 領収書、写真等の証書 

 (3) その他市長が必要と認める書類 

 （補助金の交付額の確定） 

第 11 条  市長は、前条の実績報告書を受理したときは、これを審

査し、必要に応じて職員をして現地調査を行い、その報告に係

る補助事業が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に

適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、ご

み集積所補助金交付確定通知書(様式第６号)により補助金交付

決定者に通知するものとする。 

 （補助金の交付請求） 

第 12 条  前条の規定による通知を受けた補助金交付決定者は、ご

み集積所補助金交付請求書(様式第７号)により市長に補助金の

交付を請求するものとする。 

２  市長は、前項の請求書を受けたときは、速やかに補助金を交

付するものとする。 

 （補則） 

第 13 条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別

に定める。 

   附  則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成 21 年 7 月 10 日から施行する。 

 （ごみ集積所設備設置事業補助金交付要綱の廃止） 

２ ごみ集積所設備設置事業補助金交付要綱（平成 17 年 11 月１

日施行。以下「旧要綱」という。）は、廃止する。 

 （ごみ集積所設備設置事業補助金交付要綱の廃止に伴う経過措



置） 

３  この要綱による補助金の交付の対象となる経費であって、平

成 21 年４月１日からこの要綱の施行の日までに、旧要綱の規定

により交付が決定され、又は交付された補助金については、こ

の要綱の相当規定により、交付が決定され、又は交付された補

助金の内払いとみなす。 

   附  則 

 この要綱は、平成 21 年 9 月 1 日から施行する。 

   附  則 

 この要綱は、平成 23 年 3 月 31 日から施行する。 

 



別 表 第 １ （ 第 ４ 条 関 係 ) 

区 分  補 助 対 象 経 費  備 考  

設 備 費  ご み 集 積 所 の 設 備

本 体 の 購 入 又 は 製

作 に 係 る 費 用  

据 付 費  ご み 集 積 所 の 設 備

本 体 の 据 付 け に 係

る 費 用  

新 設 等  

環 境 整 備 費  ご み 集 積 所 の 設 備

本 体 の 据 付 け を 可

能 に す る た め の 架

台 工 事 等 に 係 る 費

用  

修 繕  修 繕 費  ご み 集 積 所 の 設 備

の 修 繕 に 係 る 費 用

 （注）  環境整備費は、ごみ集積所を新設等するに際し、当該

ごみ集積所の設置場所の整備が必要であると市長が特に

認める場合に限り、補助対象経費とすることができる。 

 



別 表 第 ２ (第 ５ 条 関 係 ) 

補 助 対 象 事 業 費  利 用 世 帯 数  補 助 基 準 額  

1 0 世 帯 以 上 15 世 帯 未 満  2 0 0 , 0 0 0 円

1 5 世 帯 以 上 20 世 帯 未 満  2 5 0 , 0 0 0 円

2 0 世 帯 以 上 25 世 帯 未 満  3 0 0 , 0 0 0 円

2 5 世 帯 以 上 30 世 帯 未 満  3 5 0 , 0 0 0 円

3 0 世 帯 以 上 35 世 帯 未 満  4 0 0 , 0 0 0 円

3 5 世 帯 以 上 40 世 帯 未 満  4 5 0 , 0 0 0 円

4 0 世 帯 以 上 45 世 帯 未 満  5 0 0 , 0 0 0 円

4 5 世 帯 以 上 50 世 帯 未 満  5 5 0 , 0 0 0 円

5 0 世 帯 以 上 60 世 帯 未 満  6 0 0 , 0 0 0 円

6 0 世 帯 以 上 70 世 帯 未 満  6 5 0 , 0 0 0 円

7 0 世 帯 以 上 80 世 帯 未 満  7 0 0 , 0 0 0 円

8 0 世 帯 以 上 90 世 帯 未 満  7 5 0 , 0 0 0 円

9 0 世 帯 以 上 10 0 世 帯 未

満  

8 0 0 , 0 0 0 円

1 0 0 世 帯 以 上 11 0 世 帯 未

満  

8 5 0 , 0 0 0 円

設 備 費 及 び 据 付

費  

1 1 0 世 帯 以 上  1 1 0 世 帯 以

上 の 部 分 に

つ い て  

5 , 0 0 0 円 ／

世 帯 を 加 算

環境整備費 現に要した費用の額 

修 繕 費  1 0 世 帯 以 上 15 世 帯 未 満 10 0 , 0 0 0 円  



1 5 世 帯 以 上 20 世 帯 未 満 12 5 , 0 0 0 円  

2 0 世 帯 以 上 25 世 帯 未 満 15 0 , 0 0 0 円  

2 5 世 帯 以 上 30 世 帯 未 満 17 5 , 0 0 0 円  

3 0 世 帯 以 上 35 世 帯 未 満 20 0 , 0 0 0 円  

3 5 世 帯 以 上 40 世 帯 未 満 22 5 , 0 0 0 円  

4 0 世 帯 以 上 45 世 帯 未 満 25 0 , 0 0 0 円  

4 5 世 帯 以 上 50 世 帯 未 満 27 5 , 0 0 0 円  

5 0 世 帯 以 上 60 世 帯 未 満 30 0 , 0 0 0 円  

6 0 世 帯 以 上 70 世 帯 未 満 32 5 , 0 0 0 円  

7 0 世 帯 以 上 80 世 帯 未 満 35 0 , 0 0 0 円  

8 0 世 帯 以 上 90 世 帯 未 満 37 5 , 0 0 0 円  

9 0 世 帯 以 上 10 0 世 帯 未

満  

4 0 0 , 0 0 0 円  

1 0 0 世 帯 以 上 11 0 世 帯 未

満  

4 2 5 , 0 0 0 円  

 

1 1 0 世 帯 以 上  1 1 0 世 帯 以

上 の 部 分 に

つ い て  

2 , 5 0 0 円 ／

世 帯 を 加 算  

 



様式第１号(第６条関係) 

年   月   日  

 

  年度ごみ集積所補助金交付申請書 

 

(あて先)伊勢市長 

 

             申請者 住 所 

                氏  名          ○印  

 

   年度において、ごみ集積所補助金を交付されたく、下記の

とおり関係書類を添えて申請します。 

 

記 

１ 補助事業区分   新設等 ・ 修繕 

２ 交付申請額          円  

３  関係書類 



様式第２号(第６条関係) 

年   月   日  

ごみ集積所の用地使用承諾書 

 

        様  

 

              土地所有者              

                住 所              

                氏 名(名称)           

 

 下記の土地をごみ集積所設置場所として使用を承諾いたします。 

 

記 

 

設置場所 

  

  

  

  

  

 

 



様式第３号(第７条関係) 

 第      号  

ごみ集積所補助金交付決定通知書 

 

         住 所            

         氏 名            

 

   年   月   日付けで申請のあったごみ集積所補助金の交

付について、下記のとおり交付することと決定しましたので通知

します。 

 

年   月   日   

 

                  伊勢市長            

 

記  

１  補助事業区分   新設等 ・ 修繕 

２ 交付決定額 

３ 交付条件 

 

 

交 付 対 象 事 業 費 決 定 額 補 助 金 交 付 決 定 額

円 円



様式第４号(第７条関係)  

  第      号  

ごみ集積所補助金不交付決定通知書 

        住 所            

        氏 名            

 

   年   月   日付けで申請のあったごみ集積所補助金の交

付について、下記の理由により交付しないことと決定しましたの

で通知します。 

 

年   月   日   

 

                 伊勢市長            

 

記  

 ○  不交付理由 

 

 

 

 



様式第５号(第 10 条関係) 

ごみ集積所補助金実績報告書 

年  月   日  

(あて先)伊勢市長 

 

              住  所 

              氏  名            ○印  

 

   年   月   日付け  第     号により交付決定を受け

た事業の実績を下記のとおり関係書類を添えて報告します。 

 

記 

１ 補助事業区分   新設等 ・ 修繕 

２ 交付決定額 

交 付 対 象 事 業 費 決 定 額 補 助 金 交 付 決 定 額

円 円

３ 関係書類 



様式第６号(第 11 条関係) 

第      号  

 

ごみ集積所補助金交付確定通知書 

 

        住 所            

        氏 名            

 

   年   月   日付け  第     号により交付決定したご

み集積所補助金は、下記のとおり交付することに確定したので通

知します。 

 

年   月   日  

 

                 伊勢市長            

 

記  

 

１  補助事業区分   新設等 ・ 修繕 

 

２  交付確定額          円  

 

 

 

 



様式第７号(第 11 条関係)  

 

  年度ごみ集積所補助金交付請求書 

 

年   月   日  

(あて先)伊勢市長 

                住  所 

                氏  名          ○印  

   年   月   日付け  第     号により交付の確定を受

けたごみ集積所補助金を交付されたく関係書類を添えて請求しま

す。 

記  

 

１ 補助事業区分    新設等 ・ 修繕 

２ 請求金額      金      円  也 

 （交付確定金額） 

３ 振込先 

金融機関名 銀行

信用金庫

農協

信漁連

支店

預 金 種 別  普通  当座  貯蓄 

口 座 番 号   

(フリガナ）  

口座名義人 

 



 

 


